
便
利
で
す
！「
え
び
な
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
」

登
録
はebn-i@

posh.jp

あ
て
空
メ
ー
ル
を
送
信
。

詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
情
報
シ
ス
テ
ム
課
へ

広 報 え び な

広報えびな録音版　障がい者手帳（視覚）をお持ちのご希望の方にお送りします。　問　市社会福祉協議会（☎235・0220）。

平成21年（2009年）6月1日（3）　第 918号

交　　付　　区　　分 補助額
（年額）

(A)
1人就園の場合と、同一世帯から2人以上就園している場合
の最年長園児 15,000円

(B)
同一世帯から2人以上就園している場合の次年長園児

20,000円

(C) 同一世帯から3人以上就園している場合の上記（A・B）
以外の園児 30,000円

(D) 小学校1～3年生の兄・姉１人を有し、就園している場合の最年長園児 20,000円

(E)

・小学校1～3年生の兄・姉を1人有し、同一世帯から2人以上
 就園している場合の上記（D）以外の園児
・小学校1～3年生の兄・姉を2人以上有している園児 30,000円

※小学校1～3年生の双子の兄・姉を有する園児については、
　双子を第1子・第2子、園児を第3子とみなします

（第3子以降）

（第3子以降）

(第2子)

(第2子)

(第1子)

●幼稚園就園奨励費

(D)
上記の兄・姉を
1人有し、就園
している場合
の最年長園児

(E)
・上記の兄・姉を1人有し、同一世帯から2人以
上就園している場合の左記(D)以外の園児
・上記の兄・姉を2人以上有している園児

 (第1子) (第2子) (第3子以降) (第2子)  (第3子以降)
・生活保護法の規定に
 よる保護世帯
・平成21年度の市民税
 の額が非課税の世帯

153,500円 224,000円 294,000円 168,000円 294,000円

平成21年度の市民税
の所得割課税の額が
非課税の世帯

116,300円 206,000円 294,000円 135,000円 294,000円

平成21年度の市民税
の所得割課税の額が
34,500円以下の世帯

88,400円 192,000円 294,000円 110,000円 294,000円

平成21年度の市民税
の所得割課税の額が
183,000円以下の世帯

62,200円 179,000円 294,000円  87,000円 294,000円

※世帯構成員中2人以上に所得がある場合、所得割課税額は合算します
※途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用します
　表中の額×（保育料の支払い月数＋3）÷15（100円未満を四捨五入）
※実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とします
※小学校1～3年生の双子の兄・姉を有する園児については、双子を第1子・第2子、園児を第3子とみなします

区　　　　　　分

(A)
1人就園の
場合と、同一
世帯から2人
以上就園して
いる場合の最
年長園児

(B)
同一世帯か
ら2人以上
就園している
場合の次年
長園児

  

(C)
同一世帯か
ら3人以上
就園している
場合の左記
(A・B)以外
の園児

補助額（年額）
兄・姉が、小学校1～3年生または保育所・認定こども園・障がい
児通園施設に在園している

●幼稚園就園援助費

　

一
般
的
に
日
本
人
は
き
れ

い
好
き
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、自
分
の
身
の
回
り
や
住

ん
で
い
る
地
域
が
き
れ
い
だ

と
、自
然
と
気
分
も
良
く
な

る
も
の
で
す
。

　

現
在
市
で
は
、き
れ
い
で

住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
、さ
ま
ざ
ま
な
美
化

活
動
や
緑
化
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　

美
化
活
動
で
は
、「
美
化
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
」や「
ポ
イ
捨
て

禁
止
の
啓
発
」な
ど
、緑
化
活

動
で
は
、「
え
び
な
の
森
創
造

事
業
」や「
緑
化
ま
つ
り
」な

ど
を
実
施
し
て
お
り
、今
後

も
こ
れ
ら
の
活
動
の
さ
ら
な

る
充
実
を
図
っ
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、自
治
会
や
各
種
団

体
等
に
お
い
て
も
、地
域
に

お
け
る
取
り
組
み
と
し
て
、

特
色
の
あ
る
事
業
を
積
極
的

に
展
開
し
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。

　

市
で
は
平
成
18
年
度
か
ら

地
域
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る

美
化
活
動
に
対
し
て
、「
き
れ

い
な
ま
ち
づ
く
り
事
業
奨
励

金
」を
、緑
化
活
動
に
対
し
て

は
、「
地
域
緑
化
事
業
助
成

金
」を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
今
年
度
か
ら
は
、

自
治
会
や
各
種
団
体
等
が
地

域
の
市
道
の
美
化
お
よ
び
保

全
に
取
り
組
ま
れ
る
活
動
に

対
し
て
助
成
す
る「
道
路
里

親
制
度
」を
創
設
い
た
し
ま

し
た
。

　

こ
の
三
つ
の
制
度
に
よ

り
、市
民
の
皆
さ
ま
が
身
近

な
道
路
や
公
園
な
ど
で
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
行
っ
て
い

た
だ
く
美
化
・
緑
化
・
保
全

活
動
に
対
す
る
補
助
制
度
が

確
立
で
き
た
も
の
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

ま
た
、活
動
さ
れ
る
自
治

会
や
各
種
団
体
等
に
と
っ
て

利
用
し
や
す
い
制
度
と
す
る

た
め
、こ
れ
ま
で
制
度
ご
と

に
申
請
窓
口
を
設
け
て
い
ま

し
た
が
、今
年
度
か
ら
市
民

協
働
課
に
一
本
化
し
、三
つ

の
制
度
を
総
称
し
て「
フ
ィ

ー
ル
ド
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
え
び
な
」と
し
て
ス
タ
ー

ト
い
た
し
ま
し
た
。

　

各
地
域
で
は
市
民
の
力
を

結
集
し
、こ
の
制
度
を
積
極

的
に
利
用
し
て
い
た
だ
き
、

海
老
名
が
よ
り
き
れ
い
で

住
み
や
す
い
ま
ち
に
な
る

こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま

す
。

　

今
後
も
、市
民
の
皆
さ
ま

に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を

通
じ
て
地
域
に
対
す
る
愛
着

を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

願
う
と
と
も
に
、市
は
、市
民

と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く

り
を
さ
ら
に
進
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

地
域
の
力
で
ま
ち
を
き
れ
い
に

市
政
の

現
場
か
ら

市
長　

内
野　

優
　

市
で
は
、公
認
の
私
立
幼
稚

園
ま
た
は
幼
稚
園
類
似
施
設
に

子
ど
も
を
就
園
さ
せ
て
い
る
保

護
者
の
方
に
、私
立
幼
稚
園
就

園
援
助
費
補
助
金
と
、私
立
幼

稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。金
額
等
に
つ
い
て

は
左
・
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

▽
対
象　

市
内
に
在
住
か
つ

住
民
登
録
が
あ
り
、以
下
の

①
②
に
該
当
す
る
幼
児
を
就
園

さ
せ
て
い
る
保
護
者　

①
平
成

15
年
４
月
２
日
〜
18
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
幼
児　

②
平

成
18
年
４
月
２
日
〜
19
年

４
月
１
日
生
ま
れ
で
満
３

歳
に
達
し
た
幼
児
。

　

※

詳
細
は
、６
月
中
旬
以

降
に
、在
園
す
る
幼
稚
園
か

ら
配
布
さ
れ
る
申
請
書
な

ど
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

■申　
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、在
園
す
る
幼

稚
園
へ
提
出
。

　

問　

児
童
福
祉
課（
☎

235
・
４
８
２
４
）

　

市
で
は
、地
方
税
法
の
改
正
に
伴

い
、今
年
度
分
か
ら
、国
民
健
康
保
険

税
の
介
護
分（
40
〜
64
歳
の
方
が
対

象
）の
課
税
限
度
額
を
９
万
円
か
ら
10

万
円
に
改
定
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
を
社
会
全
体
で
支

え
合
う
た
め
、ご
理
解
・
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

※

平
成
21
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
納
税
通
知
書
は
６
月
中
旬
に
発
送

予
定
で
す
。

　

問　

保
険
年
金
課（
☎
235
・
４
５
９

４
）。

〔
職
種
〕

　

①
一
般
事
務
職（
上
級
）

　

②
保
健
師（
中
級
）

　

③
保
育
士（
中
級
）

〔
人
数
〕

　

①
〜
③
と
も
若
干
名

〔
受
験
資
格
〕

　

①
＝
昭
和
56
年
４
月
２
日
〜

昭
和
63
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ

た
方

　

②
＝
昭
和
49
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
、保
健
師
資
格
を

有
す
る
方
ま
た
は
平
成
22
年
３

月
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
方

　

③
＝
昭
和
59
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
、保
育
士
資
格
を

有
す
る
方
ま
た
は
平
成
22
年
３

月
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
方

〔
受
験
案
内
お
よ
び
申
込
用
紙

の
配
布
〕

　

▽
期
間　

６
月
１
日
月
〜
25

日
木
の
平
日
８
時
30
分
〜
17
時

15
分　

▽
場
所　

市
役
所
職
員

課〔願
書
受
付
〕

　

▽
日
時　

７
月
３
日
金
13
時

〜
17
時
、５
日
日
９
時
〜
12
時
・

13
時
〜
17
時　

▽
場
所　

市
役

所
附
属
棟
Ｄ
会
議
室

〔
試
験
日
〕

　

▽
第
１
次
試
験　

▼
日
程　

７
月
26
日
日　

▼
会
場　

市
立

海
西
中
学
校
な
ど　

▼
内
容　

一
般
事
務
職
＝
教
養
・
適
性
試

験（
大
学
卒
業
程
度
）、保
健
師
・

保
育
士
＝
教
養
・
専
門
試
験（
短

大
卒
業
程
度
）

　

▽
第
２
次
試
験　

第
１
次
試

験
合
格
者
を
対
象
に
８
月
中
旬

予
定

　

▽
第
３
次
試
験　

第
２
次
試

験
合
格
者
を
対
象
に
９
月
下
旬

予
定

　

▽
第
４
次
試
験　

第
３
次
試

験
合
格
者
を
対
象
に
10
月
以
降

予
定
。

　

※

一
般
事
務
職（
初
級
）、消

防
職（
上
級
・
初
級
）に
つ
い
て

も
採
用
試
験
を
実
施
す
る
予
定

で
す
。詳
細
は
、本
紙
８
月
１
日

号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

問　

職
員
課（
☎
235
・
４
５

０
２
）。

ご協力ください

市政アンケート調査
～皆さんの声をまちづくりに～

国民健康保険税の介護分
課税限度額を改定

平
成
22
年
度
採
用

　
　

市
職
員
を
募
集

40～64歳の方対象

私
立
幼
稚
園

  

就
園
費
の一部
を
補
助
し
ま
す

　

市
で
は
、市
民
の
皆
さ
ん
の

市
政
に
対
す
る
意
見
や
要
望
を

把
握
し
、今
後
の
市
政
運
営
や

ま
ち
づ
く
り
に
反
映
す
る
た
め

に
、２
年
に
１
度「
市
政
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
」を
実
施
し
て
い
ま

す
。今
年
度
は
次
の
と
お
り
実

施
し
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

▽
目
的　

多
様
化
す
る
市
民

要
望
な
ど
を
調
査
・
分
析
し
て
、

政
策
形
成
の
基
礎
資
料
と
す
る

と
と
も
に
、市
民
の
市
政
へ
の

直
接
的
な
参
加
を
促
し
ま
す

　

▽
調
査
項
目　

定
住
性
、都

市
ブ
ラ
ン
ド
、市
の
魅
力
、防

火
・
防
災
、環
境
問
題
な
ど

　

▽
調
査
方
法　

市
内
在
住
18

歳
以
上
の
方
２
０
０
０
人
を
無

作
為
に
抽
出
し
、調
査
票
を
郵

送（
回
答
は
無
記
名
・
ア
ン
ケ

ー
ト
方
式
。同
封
の
返
信
用
封

筒
で
返
送
）

　

▽
調
査
期
間　

調
査
票
を
６

月
１
日
月
に
発
送
し
ま
す
。回

答
は
、15
日
月
ま
で
に
投
函
し

て
く
だ
さ
い
。

　

問　

広
聴
相
談
課（
☎
235
・

４
５
６
７
）。


